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１ 農地法第３条許可申請に関する件

２ 農地転用事業計画変更に関する件

３ 農地法第４条許可申請に関する件

４ 農地法第５条許可申請に関する件

５ 非農地認定に関する件

６ 農用地利用集積計画の取下げに関する件

７ 農用地利用集積計画に関する件

８ 喜入都市計画区域における用途地域の指定について

９ 令和５年度最適化活動の目標の設定の修正について

10  鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出について

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について

２ 鹿児島県（財政課）から照会のあった農地等の現況について

３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について

４ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について

６ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に

ついて
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議    長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和５年度第３回総会を開催いたしま

す。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、上四元委員から出されています。

松元の発表委員は、１７番委員に変更になります。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、園山委員、横峯委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせします。

議題１｢農地法第３条許可申請に関する件」、議題７｢農用地利用集積計画に関す

る件」につきましては、議事参与の制限となっておりますのでよろしくお願いし

ます。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～４ページ １４件

議    長 それでは、議題１「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。

３ページ、番号１２号につきましては、１３番委員自身が申請人となっている

案件でございます。

従いまして、１３番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

１３番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１３番委員離席後）

それでは、郡山、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、申請理由：農業廃止、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

別冊資料１の２３ページにありますように、今回の第３条案件の全ては、農地

法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。

お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１「農地法第３条許可申

請に関する件」番号１２号につきましては、原案どおり許可することに決定し、

申請人に許可書を交付することといたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１３番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。

（１３番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

まず、谷山、９番委員お願いします。
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９ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、申請理由：贈与、受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。

この件について補足して説明します。

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、既に２０年以上の耕作経験がある

ことから、新規就農には該当しません。

番号２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

この件について補足して説明します。

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、既に２０年以上耕作経験があるこ

とから、新規就農には該当しません。

番号３号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。

この件について補足して説明します。

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、既に５年以上の耕作経験があるこ

とから、新規就農には該当しません。

以上です。

議 長 次に、吉野、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉田、４番委員お願いします。

４ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、喜入、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。

番号７号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。

番号８号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、郡山、１９番委員お願いします。
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１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号１０号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号１１号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。

番号１３号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号１４号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「２番委員」挙手あり〕

はい、２番委員どうぞ。

２ 番 委 員 ２，０００㎡に足りない場合でも許可できるとなっていますが、今回の１４件

のうち、２，０００㎡に達していない許可案件は何件になりますか。

事 務 局 今回は、６件ございます。

２ 番 委 員 わかりました。

備考欄に地域計画予定区域内、区域外がありますが、このことで許可をするに

あたっての条件に影響がありますか。

事 務 局 地域計画予定区域内、区域外による許可の影響でございますが、現在、市長事

務局において地域計画の区域について策定中でございますので、現時点では、影

響がございません。ただ今後、地域計画の区域が確定した場合について、地域計

画区域内の３条許可については、地域計画の計画内容とそぐわない内容の許可申

請の場合、許可要件に該当しない可能性はございます。

以上です。

２ 番 委 員 許可要件に該当しないと断言していいのですか。

事 務 局 地域計画は１０年後に目指すべき農地利用の姿をまとめるもので、地域計画区

域内では将来の耕作者が記載されているものが発表されます。記載されていない

方への所有権移転、利用権等については、まず地域計画の地域内の話し合いを経

て、それを修正した後に、申請していただくことになります。除外と同じような

形になりますので、３条のみでの許可というのはできませんということです。
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２ 番 委 員 わかりました。

１ ３ 番 委 員 今、２，０００㎡に満たないのが６件あるという報告がありましたが、その６

件も各地区では農家として登録してあるのですか。新規就農もありますが、これ

も農家として登録してあるのですか。

事 務 局 現在は農家という概念がありません。昔は農家台帳という形で、選挙権の関係

で搭載していきましたが、今は農地台帳ということで、農地でそれぞれ管理して

います。農家という規定が現在はないところです。

１ ３ 番 委 員 わかりました。

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１「農地法第３条許可申

請に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

議題２．農地転用事業計画変更に関する件

５ページ ２件

議    長 次に、議題２「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。

議題４「農地法第５条許可申請に関する件」谷山の番号２号、松元の番号１６

号の案件が、この事業計画変更に関連するので併せて、審議して頂きたいと思い

ます。

まず、谷山、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、変更前：建売住宅２棟、変更後：一般住宅１棟、申請事由：承継人

が一般住宅とするもの。権利の種別：所有権移転、許可日：令和４年４月１４日、

許可番号：農委第０３２５－６８号。

資料７ページの第５条番号２と関連がありますので、併せて読み上げさせて頂

きます。

７ページです。

番号２号、用途・施設：住家１棟６２．３１㎡、庭敷地等１８６．６９㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東…宅地、西・北…他人田、南…市道、境界…ブロ

ック積、コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：

所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、松元、１７番委員お願いします。
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、変更前：植林１８５．００㎡、変更後：植林１８５．００㎡、申請

事由：当初計画者が植林を実施できず、事業承継者が譲り受け植林を実施するも

の。権利の種別：所有権移転、許可日：平成２６年１２月１９日、許可番号：農

委第２６８５－２３号。

資料１０ページの第５条番号１６と関連がありますので、併せて読み上げさせ

て頂きます。

番号１６号、用途・施設：クヌギ４０本１８５．００㎡、周囲の状況及び被害

防除計画：東・北…市道、西・南…水路、境界…土留、雨水…自然流下、権利の

種別：所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２「農地転用事業計画変

更に関する件」２件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたします。

又、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」番号２、１６号につきまして

は、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたし

ます。

議題３．農地法第４条許可申請に関する件

６ページ ３件

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

まず、本局、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：貸資材置場５００．００㎡、転回場等８０４．００㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東・西…本人畑、南…山林、北…市道、境界…土

留、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 次に、谷山、９番委員お願いします。
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９ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、駐車場３４２．００㎡、東・南…本人畑、西…他人畑、北…市道、

境界…コンクリート擁壁、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 次に、松元、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、住家１棟９９．９９㎡、庭敷地等２３０．０１㎡、東・南・北…宅

地、西…県道、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３「農地法第４条許可

申請に関する件」３件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

議題４．農地法第５条許可申請に関する件

７ページ～１２ページ ２０件

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど谷山、松元の各１件につきましては、議題２｢農地転用事業計画変更に関

する件」と併せて審議しておりますので、それ以外の１８件について審議してい

ただききたいと思います。

まず、谷山、９番委員お願いします。
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９ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：住家１棟１１３．４４㎡ 庭敷地等１２８．５６㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東・南…渡人畑、西…宅地、北…市道、境界…ブ

ロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権移転、売買。

番号３号、住家１棟７２．８７㎡、庭敷地等２３６．１２㎡、東…原野、西…

市道、南…里道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、所有権移転、売買。

番号４号、建売住宅２棟１４３．６７㎡、庭敷地等３１８．３３㎡、東…宅地、

西…農道、南…私道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…農道側溝 汚水…

合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号５号、住家１棟１１３．８６㎡、庭敷地等２８８．１４㎡、東・南…貸人

田、西…宅地、北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化

槽、使用貸借権。

番号６号、建売住宅１棟９６．８８㎡、庭敷地等２３０．１２㎡、東・北…渡

人畑、西…市道、南…宅地、他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝 汚水

…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号７号、駐車場７５．００㎡、通路１４０．００㎡、転回場等３４９．００

㎡、東…山林、西…渡人畑、市道、南…渡人畑、他人畑、北…里道、境界…ブロ

ック積、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。

番号８号、建売住宅２棟１７９．６９㎡、庭敷地等２６６．３１㎡、東…他人

田、西…私道、宅地、南…宅地、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝

汚水…公共下水道、所有権移転、売買。

番号９号、住家１棟１０５．１６㎡、庭敷地等１３４．８４㎡、東…宅地、西

…市道、南…貸人畑、北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合

併浄化槽、使用貸借権。

以上です。

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、仮設事務所１棟８．００㎡、仮設トイレ１棟３．００㎡、駐車場

等１２９．００㎡、東・南…市道、西…宅地、北…他人畑、境界…土留、ブロッ

ク積、雨水…自然流下、汚水…仮説トイレ、使用貸借権。

以上です。

議    長 次に、吉野、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、貸資材置場２３９．００㎡、通路等４８１．００㎡、東…墓地、

西…雑種地、南…公衆用道路、北…山林、墓地、境界…ブロック積、雨水…自然

流下、所有権移転、売買。

以上です。
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議    長 次に、喜入、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、住家１棟１１８．５６㎡、庭敷地等５６４．４４㎡、東・北…市

道、西…他人畑、南…農道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、所有権移転、売買。

この件について補足説明をいたします。

申請地は、喜入支所から北西に約６．１ｋｍに位置する、おおむね１０ｈａ以

上の農地の広がりのある「第１種農地」に該当します。

第１種農地は原則として農地転用することができませんが、第１種農地の不許

可の例外である、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続施設」に該当しま

す。

また、申請地は東・北側に崖地があることから、有効面積が４５８．９５ ㎡と

なり、今回の転用許可はやむを得ないと判断いたしました。

番号１３号、住家１棟９１．０９㎡、庭敷地等１７０．９１㎡、東…私道、西・

北…宅地、南…市道、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。

番号１４号、住家１棟１３２．０８㎡、車庫１棟３４．７８㎡、スロープ

７６．４４㎡、庭敷地等３７８．７０㎡、東…市道、西…宅地、南…他人畑、北

…里道、境界…コンクリート擁壁、ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、所有権移転、売買。

この件について補足説明をいたします。

申請地は道路より高い位置にあり、乗り入れにスロープが必要であること、西

側に崖地があることから、有効面積が４２７．９１㎡となり、今回の転用許可は

やむを得ないと判断いたしました。

以上です。

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 ご報告します。

番号１５号、建売住宅１棟５１．３４㎡、庭敷地等２６１．６６㎡、東…市道、

西…渡人畑、南…渡人畑、宅地、北…私道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、郡山、１９番委員お願いします。
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１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号１７号、住家１棟８２．８１㎡、庭敷地等２４２．５４㎡、東・南・北…

宅地、西…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、売買。

番号１８号、宅地分譲４区画８０８．１５㎡、東・西・北…宅地、南…市道、

境界…ブロック積、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。

番号１９号、宅地分譲５区画１，２８３．２４㎡、東・西…宅地、南…市道、

北…県道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。

番号２０号、住家１棟５２．１７㎡、庭敷地等１８５．０９㎡、東・南・北…

宅地、西…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

１２号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されま

す。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「２番委員」挙手あり〕

はい、２番委員どうぞ。

２ 番 委 員 仮換地指定面積というのがありますが、今後変更になるという可能性はないの

ですか。

郡 山 支 局 仮換地の指定面積につきましては、区画で整備が終わった時点で、市の方から

所有者の方に仮換地指定面積の通知及び仮換地の使用収益開始日の通知を出して

おりますので、面積が変わることはないと思っております。

２ 番 委 員 わかりました。
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議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申

請に関する件」１８件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

但し、第１種農地である番号１２号につきましては、「県農業会議」に意見聴取

し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたしま

す。

議題５．非農地認定に関する件

１３ページ～１５ページ ８件

議    長 次に、議題５「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、本局、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、吉野、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、調査結果：杉、孟宗竹自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

番号３号、調査結果：車庫１棟、３１年経過、現況宅地。

番号４号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号５号、調査結果：通路として２２年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、喜入、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、調査結果：住家１棟、３１年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。

番号７号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

番号８号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する

件」８件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農用地利用集積計画の取下げに関する件

別冊資料２ １件

議    長 続きまして、議題６「農用地利用集積計画の取下げに関する件」を審議します。

別冊資料２です。

それでは、伊敷、事務局から説明をお願いします。

伊 敷 支 局 別冊資料２の３ページをご覧ください。

この案件につきましては、令和５年度第２回総会において審議いただき、５月

３１日に公告済でございます。

公告後に、本件土地地番が分筆登記により存在せず、５月３１日付けの公告が

誤りであることが判明したため、貸付人及び借受人に事情を説明し、取下書の提

出となりました。

原因といたしましては、貸付人の分筆登記の忘失及び事務局による農地台帳確

認不足によるものです。

今後、このような事案が発生しないよう、農地台帳確認を徹底いたします。

なお、今回審議していただき、承認後に取下げの公告を行う予定です。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題６「農用地利用集積計画の取下げに関する件」１件につきまし

ては、原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題７．農用地利用集積計画に関する件

１６ページ～３２ページ ２９件

議    長 次に、議題７「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

２５ページ、番号１６号につきましては、１１番委員自身が代表の農地所有適

格法人が、３０ページから３１ページ、番号２５から２７号につきましては、１

９番委員自身が、申請人となっている案件でございます。

従いまして、１１番委員、１９番委員におかれましては、農業委員会等に関す

る法律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、順次しば

らく離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。

まず、１１番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１１番委員離席後）

それでは、番号１６号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

２５ページをご覧ください。

番号１６号、地目：田、面積９９６．００㎡、権利の種類：使用貸借権、設定

期間３年、区分：新規。

令和５年６月３０日公告予定です。

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６「農用地利用集積計画

に関する件」の番号１６号につきましては、原案どおり、承認することに決定い

たします。

次の案件の審議に入ります前に、１１番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。１９番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１１番委員着席、１９番委員離席後）

それでは、番号２５から２７号につきまして、事務局から説明をお願いします。
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事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

３０ページをご覧ください。

番号２５号、地目：畑、面積８８６．００㎡、権利の種類：使用貸借権、設定

期間６年、区分：更新。

番号２６号、地目：畑、面積９４９．００㎡、権利の種類：使用貸借権、設定

期間６年、区分：更新。

３１ページをご覧ください。

番号２７号、地目：畑、面積７５９．００㎡、権利の種類：使用貸借権、設定

期間６年、区分：更新。

令和５年６月３０日公告予定です。

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６「農用地利用集積計画

に関する件」の番号２５から２７号につきましては、原案どおり、承認すること

に決定いたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１９番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。

（１９番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの２５件及び先ほどの４件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。

事 務 局 資料の１６ページをご覧ください。

議案第７号、令和５年６月３０日公告予定の、農用地利用集積計画集計表につ

いて、只今の分も含め、ご説明申し上げます。

右側の一番下になります。

賃貸借権１２件、１８筆、１９，７１５．００㎡。使用貸借権１７件、３１筆、

２４，６４４．００㎡。合計２９件、４９筆、４４，３５９．００㎡です。

議案書の１４ページから３５ページは、農用地利用集積計画の内容です。お目

通しをお願いいたします。

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。

以上で、説明を終わります。
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。

議題８．喜入都市計画区域における用途地域の指定について

別冊資料３

議    長 続きまして、議題８「喜入都市計画区域における用途地域の指定について」を

審議します。別冊資料３です。

それでは、喜入、７番委員から説明をお願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、第二中高層住宅専用地域 約７１ｈａ、準住居地域

約２３ｈａ

４．現況、申出地は、喜入駅周辺及び喜入支所から愛宕川までの国道周辺地域であ

る。

５．農業委員会の意見、市長部局による喜入都市計画区域における用途地域の

指定については別紙のとおりで、用途地域指定予定地域は喜入駅や喜入支所周辺

及び概ね宅地化率４０％以上の街区であり、用途地域の指定はやむを得ないもの

と思われる。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「２番委員」挙手あり〕

はい、２番委員どうぞ。

２ 番 委 員 用途地域指定予定地域９４ｈａのうち、農地はいくらあるのですか。

喜 入 支 局 約９４ｈａのうち、農地に関しましては、約６．８８ｈａになります。

２ 番 委 員 わかりました。
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議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題８「喜入都市計画区域における用途地域の指定について」は、

原案どおり、承認することに決定いたします。

議題９．令和５年度最適化活動の目標の設定の修正について

別冊資料４

議    長 続きまして、議題９「令和５年度最適化活動の目標の設定の修正について」を

審議します。別冊資料４です。

それでは、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 別冊資料４「令和５年度最適化活動の目標の設定の修正について」でございま

す。

１ページをご覧ください。

２ 最適化活動目標につきまして、（１）推進委員等が最適化活動を行う日数目

標が３月、４月の総会で承認いただきました時には、１３日／月となっておりま

したが、これを１０日／月に変更しようとするものです。

修正理由としましては、令和５年５月２９日付５経営第５９１号において、農

業委員会による最適化活動の推進等についての一部改正が行われた為です。

改正内容は、３ページをご覧ください。

右側の改正前の下線部分です。「なお、前年度の活動日数の実績が目標として

設定した活動日数を上回った場合、当該実績以上の活動日数を目標として設定す

るものとする。」という通知があったのですが、これが改正によりまして、左側

の改正後、「なお、目標設定にあたっては、前年度の活動日数の実績を踏まえて、

意欲的な活動日数を設定するものとする。」というものに変更されたので、前年

度と同じ活動日数の１０日に変更しようとするものです。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題９「令和５年度最適化活動の目標の設定の修正について」は、

原案どおり、承認することに決定いたします。
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議題１０．鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出について

  別冊資料５

議    長 次に、議題１０「鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出につい

て」を審議します。別冊資料５です。

それでは、事務局より説明をお願いします。

事 務 局 別冊資料５「鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出について」

でございます。

１ページをご覧ください。

今年５月、６月の地区推進協議会でそれぞれの地区で出していただいた意見を

集約いたしまして、複数の地域から出された意見を４つ掲げさせていただいてお

ります。

１ 生産資材等への支援について

不安定な海外情勢及び急激な円安の進行により、生産資材高騰が継続する恐れ

が見込まれます。高騰する肥料及び飼料については、昨年度から継続して一部補

助を実施していただいておりますが、農機具等使用する燃料においても高騰して

いることから、生産者の資材コストへの影響が緩和されるように柔軟な支援策を

講じていただきたい。

２ 有害鳥獣対策について

有害鳥獣被害は農業収益の減少だけでなく、耕作意欲を失わせ荒廃農地を増大

させる大きな問題です。この対策として次の施策を講じていただきたい。

（１）電気柵の設置補助について

有害鳥獣の侵入防止策をして電気柵の設置は有効ですが、資材高騰の影響によ

り設置を躊躇する農家があることから、補助割合の拡充をお願いする。

（２）有害鳥獣の駆除について

有害鳥獣被害の削減には個体捕獲が非常に重要です。このため、猟友会との連

携による個体捕獲の強化（箱わな等）及び猟友会への補助の増額をお願いする。

３ 農道等の整備及び維持管理について

農道、里道及び農農業用水路の機能保全は健全な農業経営に必要不可欠なもの

であるが、農業従事者の高齢化や農家戸数の減少により受益者のみでの維持管理

が極めて困難となっている。適正な管理が行われなければ、農地の利用に支障が

生じ遊休農地の発生の一因となることから、農道、里道及び農業用水路は、鹿児

島市において維持管理していただきたい。

４ スクミリンゴカイ（通称：ジャンボタニシ）の被害防除対策について

スクミリンゴカイによる稲の食害が発生しており。駆除に係る薬剤の費用も増

加しております。植え付け時に浅水管理するなどの対策も講じておりますが、ス

クミリンゴカイの増殖に追い付かず被害拡大を抑えられない状況です。スクミリ

ンゴカイ対策として次の施策を講じていただきたい。

（１）スクミリンゴカイのより効果的な防除対策の検討及び周知

（２）薬剤購入費用の補助

以上です。
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議 長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、議題１０「鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出に

ついて」は、皆様方から出されたご意見を基に、運営連絡会と事務局で整理し、

次回の第４回総会で再度審議したいと思います。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

３３ページ～３５ページ ３件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、本局、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 報告します。３３ページです。

照会日：令和５年５月２４日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和５年６月１日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、郡山、１０番委員お願いします。

１ ０ 番 委 員 報告します。３４ページです。

照会日：令和５年６月２日、現況：非農地、調査結果：該地は都市計画区域外

にあり、現況非農地である。

処理状況：令和５年６月１５日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３５ページです。

照会日：令和５年６月５日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定め

のない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和５年６月１５日 鹿児島地方法務局へ報告済。

２．鹿児島県（財政課）から照会のあった農地等の現況について

３６ページ １件

議 長 報告事項２「鹿児島県（財政課）から照会のあった農地等の現況について」

それでは、谷山、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 報告します。３６ページです。

照会日：令和５年５月１７日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。

処理状況：令和５年６月７日 鹿児島県へ報告済。
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３．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３７ページ～３９ページ １１件

４．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４０ページ～４８ページ ２３件

５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について

４９ページ～５０ページ ４件

議 長 次に、報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項４「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

報告事項５「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ３７ページをお開き下さい。

報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告」の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１１件です。

登記地目別では、田８筆、７，２０７．００㎡、畑２６筆、１５，６４９．００

㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１１件。権利の種別は、所有

権が１１件。農業委員会によるあっせん等は、無が１１件となっております。

３８ページから３９ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。

事 務 局 次に、４０ページをお開き下さい。

報告事項４「農地法第４条・第５条届出専決に関する報告」の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係では、多い順に一般住宅が３件、駐車場が２件、

合計５件となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１１件、その他が５件、駐車場、店舗等

が各１件、合計１８件となっております。

４１ページから４２ページは、４条関係５件、４３ページから４８ページは、

５条関係１８件の内容です。お目通しをお願いいたします。

事 務 局 次に、４９ページから５０ページをお開き下さい。

報告事項５「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告」について

です。

伊敷地区で１件、吉田地区で２件、喜入地区で１件、合意解約の通知が出てお

ります。

お目通しをお願いいたします。
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  ６．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について

別冊資料６ ７６件

議 長 次に、報告事項６「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」別冊資料６です。

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 報告事項６「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。

別冊資料６をご覧下さい。

先月の地区推進協議会等で計７６筆の非農地判断を実施して頂いております。

実施結果に基づきまして、関係部署へ通知書を送付しております。内容につきま

しては、お目通しをお願いいたします。

以上です。

議    長 ありがとうございました。

（議事終了：午前１０時４８分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。

事 務 局 ・令和５年度第４回総会（月例）開催日時は、

７月２８日（金）午前１０時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時５０分）


